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第１章  

計画の概要 
 

第１節 計画策定の主旨 
 

（１）犯罪や再犯者の現状 

全国における刑法犯の検挙人員は、平成16年（38万9,297人）をピークに減少を続け、令和３年

（17万5,041人）には戦後最少となりました。 

刑法犯により検挙された再犯者数は減少傾向にある一方、それを上回るペースで初犯者数も減少し

続けているため、検挙人員に占める再犯者の割合を示す「再犯者率」は上昇傾向にあり、令和３年には

48.6％となっています。検挙された人の半数近くが再犯者という状況です。 

再犯防止の取組みは、これまで主に刑事司法機関が実施してきました。しかし、犯罪をした人等の多

くは、安定した仕事や住居が確保できないまま矯正施設を出所する人、薬物等への依存がある人、高

齢者や障害者など、様々な困難を抱えています。再び罪を犯すことを防ぐためには、地域社会で孤立

することなく、必要な支援を受けられる環境づくりが必要です。 

 

（２）国・東京都の動き 

このような状況を踏まえ、国及び東京都では以下のような動きがありました。 

● 平成28年12月 再犯の防止等の推進に関する法律 制定 

● 平成29年12月 第一次再犯防止推進計画 閣議決定 

● 令和元年 ７月  東京都再犯防止推進計画 策定 

● 令和元年12月  再犯防止推進計画加速化プラン 閣議決定 

● 令和５年 ３月  第二次再犯防止推進計画 閣議決定 

 

（３）区の計画策定までの動き 

区では、犯罪や非行を防止し、立ち直りを支えることを目的とした「社会を明るくする運動」をはじめ、

保健医療・福祉サービスの利用促進や就労・住居確保の支援など、再犯防止に資する様々な取組みを

進めてきました。 

今後、関係機関や民間団体等と連携して再犯防止の取組みを総合的に推進し、犯罪をした人等の

立ち直りを支え、誰もが安全・安心して暮らせるまちづくりを実現するため、再犯防止推進計画を策定

します。 

１ 
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第２節 計画の対象者 

本計画の対象者は、「再犯の防止等の推進に関する法律」（以下、「再犯防止推進法」という。）で定

める「犯罪をした者等（犯罪をした者又は非行少年若しくは非行少年であった者）」です。 

これには、矯正施設を退所した人だけではなく、検察で不起訴処分（起訴猶予）となった人や裁判所

で刑の執行を猶予された人、保護観察に付された人などが含まれます。 

 

第３節 計画の位置づけ 

再犯防止推進法第８条第１項に規定する地方再犯防止推進計画として、「世田谷区地域保健医療福

祉総合計画」に包含します。 

本計画では、再犯防止を目的とした取組みのほか、保健医療・福祉サービスの利用促進や就労・住

居確保の支援など、再犯防止に資する取組みや副次的な効果として再犯防止につながる取組みも推

進します。 

 

第４節 計画期間 

令和６～13年度（2024～2031年度）（８年間） 

 

第５節 再犯防止とＳＤＧｓ 

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）とは、「誰一人取り残さない」という理念のもと持続可能なより良い社

会を構築するという世界的な目標で、平成27年９月の国連サミットで採択され、令和12年（2030年）

までに世界中で達成すべき事柄として掲げられました。17の大きな目標と、達成するための具体的な

169のターゲットで構成されています。 

本計画は、このＳＤＧｓの理念のもと、年齢、性別、LGBTQなどの性的指向及びジェンダーアイデン

ティティ、国籍、障害の有無などにかかわらず、互いの差異や多様性を認め合う、社会的包摂の考え方

を基本とするとともに、あらゆる施策にジェンダー平等の視点を取り入れる「ジェンダー主流化」の観点

から、各施策を推進します。 

【特に本計画と関連する目標】 
アイコン ゴールの名称等 アイコン ゴールの名称等 

 3 すべての人に健康と福祉を 

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活

を確保し、福祉を促進する 

 8 働きがいも経済成長も 
包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての
人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある
人間らしい雇用を促進する 

 4 質の高い教育をみんなに 

すべての人々への包摂的かつ公正な質の高い

教育を提供し、生涯学習の機会を促進する 

 10 人や国の不平等をなくそう 

各国内及び各国間の不平等を是正する 

 

5 ジェンダー平等を実現しよう 

ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女

児の能力強化を行う 

 

16 平和と公正をすべての人に 

持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を

促進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供

し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任の

ある包摂的な制度を構築する 

 

 

 

17 パートナーシップで目標を達成しよう 

持続可能な開発のための実施手段を強化し、グロ

ーバル・パートナーシップを活性化する 

※出典：外務省ホームページ「JAPAN SDGs Action Platform」 

３ 

４ 

５ 

２ 
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第２章  

再犯防止を取り巻く状況 
 

第１節 国及び東京都の取組み 
 

（１）国の再犯防止推進計画 

国は、新たな被害者を生まない安全・安心な社会を実現するために、再犯の防止等に向けた取組み

が重要であるとの認識のもと、平成28年12月に「再犯防止推進法」を制定、平成29年12月に「第一次

再犯防止推進計画」、令和５年３月に「第二次再犯防止推進計画」を閣議決定しました。 

第二次再犯防止推進計画では、５つの基本方針の下、７つの重点課題が設定されています。 

 

 
 

 

＜基本方針＞ 

①犯罪をした者等が、多様化が進む社会において孤立することなく、再び社会を構成する

一員となることができるよう、あらゆる者と共に歩む「誰一人取り残さない」社会の実

現に向け、関係行政機関が相互に緊密な連携をしつつ、地方公共団体・民間の団体その

他の関係者との緊密な連携協力をも確保し、再犯の防止等に関する施策を総合的に推進

すること。 

②犯罪をした者等が、その特性に応じ、刑事司法手続のあらゆる段階において、切れ目な

く、再犯を防止するために必要な指導及び支援を受けられるようにすること。 

③再犯の防止等に関する施策は、生命を奪われる、身体的・精神的苦痛を負わされる、あ

るいは財産的被害を負わされるといった被害に加え、それらに劣らぬ事後的な精神的苦

痛・不安にさいなまれる犯罪被害者等が存在することを十分に認識して行うとともに、

犯罪をした者等が、犯罪の責任等を自覚し、犯罪被害者の心情等を理解し、自ら社会復

帰のために努力することの重要性を踏まえて行うこと。 

④再犯の防止等に関する施策は、犯罪及び非行の実態、効果検証及び調査研究の成果等を

踏まえ、必要に応じて再犯の防止等に関する活動を行う民間の団体その他の関係者から

意見聴取するなどして見直しを行い、社会情勢等に応じた効果的なものとすること。 

⑤国民にとって再犯の防止等に関する施策は身近なものではないという現状を十分に認識

し、更生の意欲を有する犯罪をした者等が、責任ある社会の構成員として受け入れられ

るよう、再犯の防止等に関する取組を、分かりやすく効果的に広報するなどして、広く

国民の関心と理解が得られるものとしていくこと。 

＜重点課題＞ 

①就労・住居の確保等 

②保健医療・福祉サービスの利用の促進等 

③学校等と連携した修学支援の実施等 

④犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導の実施等 

⑤民間協力者の活動の促進等 

⑥地域による包摂の推進 

⑦再犯防止に向けた基盤の整備等 

１ 
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＜国の第二次再犯防止推進計画策定の経緯＞ 

 
※出典：国「第二次再犯防止推進計画（概要）」 

 

 

（２）東京都の再犯防止推進計画 

東京都は、再犯防止推進法の趣旨や、誰もが社会の一員として共に活動しながら支え合う「ソーシャ

ル・インクルージョン」の考え方も踏まえ、令和元年７月に「東京都再犯防止推進計画」を策定しました。 

 
  

＜重点課題＞ 

①就労・住居の確保等 

②保健医療・福祉サービスの利用の促進等 

③非行の防止・学校と連携した修学支援等 

④犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導・支援等 

⑤民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動の推進等 

⑥再犯防止のための連携体制の整備等 
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第２節 再犯者に関わる状況 
 

（１）刑法犯検挙者数中の再犯者数及び再犯者率（全国、世田谷区） 

全国の刑法犯検挙者数は、年々減少しており、再犯者数より初犯者数の減少が上回る状況が続い

ています。世田谷区の令和３年の再犯者数は391人、再犯者率は45％近くをほぼ横ばいで推移して

おり、東京都平均は下回るものの、検挙された人の半数近くが再犯者という状況です。 

 

 
※出典：令和４年度版犯罪白書 

 

 
※出典：法務省矯正局提供資料。20 歳以上の検挙者等のみで、少年の検挙者は含まない。 
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（２）罪名別の再犯者数及び再犯者率（世田谷区：令和３年） 

世田谷区で再犯者数が多い罪名は、窃盗犯で４割を占めています。また、再犯者率について、窃盗

犯と薬物事犯は５割以上となっており、東京都と同様に高い傾向にあります。 

 

 
※出典：法務省矯正局提供資料。20 歳以上の検挙者等のみで、少年の検挙者は含まない。 
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薬物事犯：覚せい剤取締法、麻薬等取締法、大麻取締法違反 
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（３）年代別・罪名別の検挙者数及び構成比（世田谷区：令和３年） 

世田谷区の年代別の検挙者数（刑法犯及び薬物事犯）は、20～29歳が240人で最も多く、約2.5

割を占めています。また、罪名別では、60歳以上で窃盗犯の割合が顕著に高くなっており、各年代にお

いても一定の割合を占めています。 

 
 

 

※出典：法務省矯正局提供資料。20 歳以上の検挙者等のみで、少年の検挙者は含まない。 
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（４）薬物事犯検挙者数中の再犯者数及び再犯者率（世田谷区） 

世田谷区の薬物事犯検挙者数及び再犯者数はほぼ横ばいで推移していますが、再犯者率は高く、

特に覚せい剤取締法違反の再犯者率は過去５年平均で約８割となっています。 

また、全国的な傾向として、覚せい剤取締法の検挙者数が減少傾向にある一方、若年層を中心に大

麻取締法の検挙者数が増加しています。 

 

 
※出典：法務省矯正局提供資料。20 歳以上の検挙者等のみで、少年の検挙者は含まない。 
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第３節 保健医療・福祉サービスに関わる状況 
 

（１）刑法犯検挙者数中の高齢者率（全国） 

全国の刑法犯検挙者数中の高齢者率は、他の年齢層の多くが減少傾向にあることからほぼ一貫し

て上昇し、令和３年は23.6％でした。 

 
出典：令和４年度版犯罪白書 

 

 

（２）刑法犯検挙者数中の高齢者の罪名別構成比（全国：令和３年） 

全国の刑法犯検挙者数中の高齢者の罪名別構成比は、窃盗の割合が顕著に高く、特に女性高齢者

では約９割が万引きを含む窃盗となっています。 

 
出典：令和４年度版犯罪白書 
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第４節 就労・住居確保に関わる状況 
 

（１）保護観察終了時に無職である人の数及び割合（世田谷区） 

世田谷区の保護観察終了時に無職である人の数は、全国的に保護観察終了者数自体が減少してい

ることもあり、ほぼ横ばいで推移しています。 

 

 
※出典：東京保護観察所提供資料 

 

 

（２）協力雇用主の状況（世田谷区） 

協力雇用主数は、近年全国的に増加していましたが、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大した

令和２年以降に登録数と新規就職者数がともに減少傾向にあり、世田谷区の協力雇用主は令和４年

10月現在で24社となっています。 

 

 
※出典：東京保護観察所提供資料 
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（３）刑務所出所時に帰住先がない人の数及び割合（全国） 

全国の刑務所出所時に帰住先がない人の数及び割合は、減少傾向にあるものの、一定数の割合で

適切な帰住先を確保できないまま刑期が終了した満期釈放者がいます。 

 
※出典：令和４年度版再犯防止推進白書 
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第５節 非行少年に関わる状況 
 

（１）非行少年の検挙・補導状況（全国、世田谷区） 

全国の非行少年は、年々減少しており、特に刑法犯少年の減少が顕著となっています。世田谷区の

令和４年の非行少年は134人で、全国と同様に減少傾向にあります。 

 

 
※出典：警視庁統計 
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非 行 少 年：犯罪少年、触法少年及びぐ犯少年。 
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特別法犯少年：刑法犯少年にいう罪を除くすべての罪を犯した犯罪少年及び触法少年。 
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犯 罪 少 年：罪を犯した14歳以上20歳未満の者。 

触 法 少 年：刑罰法令に触れる行為をした14歳未満の者。 

ぐ 犯 少 年：保護者の正当な監督に服しない性癖があるなど一定の事由があって、その性格又は環

境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある（18歳

未満の）少年。 

５ 
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第６節 更生保護に関わる状況 
 

（１）保護観察取扱件数（世田谷区） 

世田谷区の保護観察の件数は、ほぼ横ばいで推移しています。また、罪名別に見ると、窃盗や薬物

事犯が大半を占めています。 

 

 
※出典：東京保護観察所提供資料 

（２）保護司数及び充足率（世田谷区） 

世田谷区の保護司数は、微減傾向にあり、充足率（定数205人）も東京都平均を下回っています。 

 

※出典：東京保護観察所提供資料 
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第３章  

計画の基本的な考え方 
 

第１節 基本理念 
 

「立ち直りを支え、誰もが安全・安心して暮らすことができる地域社会の実現」 

 

犯罪をした人等の多くは、安定した仕事や住居が確保できないまま矯正施設を出所する人、薬物等

への依存がある人、高齢者や障害者など、様々な困難を抱えています。再犯防止の推進にあたっては、

本人の強い更生意欲が前提となりますが、周りから偏見や差別意識を持たれやすく、本人が更生に向

け努力しようとしても、社会で孤立しやすい現実があります。 

再犯防止推進法の基本理念のもと、様々な生きづらさを抱える犯罪をした人等が地域社会において

孤立することがないよう、一人ひとりの複雑に絡み合った背景に目を向け、地域の理解と協力を得て、

円滑に社会復帰することを通じて、「立ち直りを支え、誰もが安全・安心して暮らすことができる地域社

会の実現」を目指します。 

また、再犯防止に関する取組みは、新たな被害者を生まないための取組みでもあります。「再犯防止」

と「犯罪被害者等支援」は両輪で推進する必要があり、犯罪被害者等の尊厳を重んじ、置かれている

状況への理解を深めつつ、犯罪被害者等支援にも取り組んでいきます。 

 

  

１ 

 

 

 

犯罪をした人等の多くは、以下のように立ち直りに向けて様々な困難を抱えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出典：法務省「再犯リーフレット」  

● 必要な福祉的支援が得られず、生活が立ち行かなくなる。 

※高齢者や障害を有する者の場合、出所してから再犯までの期間が短いこ

とが明らかとなっている。 

● 新たな生活環境の中で、立ち直りに必要な指導や助言が十分

に受けられず、生活が再び乱れてしまう。 

● 適切な治療や相談支援を受けることができず、薬物依存症か

らの回復ができない。 

● 身元保証人を得られず、適当な住居を確保できない。 

※出所後に帰住先のない者は短期間で再犯に及ぶことが明らか

となっている。 

● 前科があることや知識・技能等の不足により、就職

や就労の継続ができない。 

※無職者は有職者に比して再犯率が約３倍。 

立ち直りのハードル コラム 

孤独 

相談相手がいない 

薬物依存がある 

高齢である 

障害がある 

住むところがない 

仕事がない 
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様々な犯罪が後を絶ちません。そして、そのほとんどの場合、被害者は突然予期せず犯罪の被

害にあい、心身に大きなダメージを受けてしまいます。 

区には、犯罪にあわれた方のプライバシーを守りながら、必要な手続きをご案内するほか、警察

署や病院へ付き添う相談員がいます。どこに相談すればよいのかわからない時は、ひとりで悩ま

ず、まずは相談窓口にお電話ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世田谷区犯罪被害者等相談窓口】 

TEL:６３０４－３７６６  FAX:６３０４－３７１０ 

月～金曜 午前８時３０分～午後５時（祝・休日、年末年始除く） 

 

犯罪被害者等支援の取組み コラム 

「犯罪被害者等支援相談にあたって・・・」 

世田谷区犯罪被害者等支援相談員 川口 則昭 

犯罪被害者等の相談については、第一に相談者のこころの声を遮らなく、すべてを聞くこ

とを心掛けています。そこから犯罪被害者等の困りごと悩みごとに焦点をあわせ対応してい

ます。また、対応にあたっては、形式的に関係機関の紹介や情報提供をするのではなく、犯

罪被害者等がたらいまわしにならないように関係先と連携をとり、犯罪被害者等が相談す

ることへの負担がないように心がけています。 

これまでの経験から私が肌で感じたことは、「相談者の心に寄り添うこと」がもっとも大切

であるということです。ある犯罪被害者等は、「そばに相談できる人がいるということがなに

よりのこころの支えであった。」と話されたことがあり、その言葉を忘れることができません。 

今後も犯罪被害者等のこころの声を聞き漏らすことなく、関係機関と連携を密にし、犯罪

被害者等支援業務を推進しますのでよろしくお願いします。 
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第２節 再犯防止における区の役割 
 

（１）国と地方公共団体の役割 

犯罪をした人等が地域社会の中で孤立することなく安定した生活を送るためには、刑事司法手続段

階における社会復帰支援のみならず、刑事司法手続の終了後も、国や地方公共団体、民間協力者等

がそれぞれの役割を果たしつつ、相互に連携して支援する必要があります。 

刑事司法手続を離れた人に対する支援は、主に地方公共団体が主体となって一般住民を対象とし

て提供している各種行政サービス等を通じて行われることが想定されることから、地域による包摂を推

進するため、国の第二次再犯防止推進計画では、国と地方公共団体が担う役割が明示されました。 

市区町村の役割は、①保健医療・福祉等の各種行政サービスを必要とする犯罪をした者等、とりわ

けこれらのサービスへのアクセスが困難である者や複合的な課題を抱える者が、地域住民の一員とし

て地域で安定して生活できるよう適切にサービスを提供すること、②立ち直りを決意した人を受け入れ

ていくことができる地域社会づくりを担うこと、とされており、国と地方公共団体は相互に連携しながら

再犯の防止等に向けた取組みを推進することとされています。 

 

 

＜国と地方公共団体の役割＞ 

区分 主な役割 

国 

各機関の所管及び権限に応じ、刑事司法手続の枠組みにおいて、犯罪をした者等に対し、

それぞれが抱える課題を踏まえた必要な指導・支援を実施する。また、再犯の防止等に関

する専門的知識を活用し、刑執行終了者等からの相談に応じるほか、地域住民や、地方公

共団体を始めとする関係機関等からの相談に応じて必要な情報の提供、助言等を行うなど

して、地域における関係機関等による支援ネットワークの構築を推進する。 

加えて、再犯の防止等に関する施策を総合的に立案・実施する立場として、地方公共団

体や民間協力者等に対する財政面を含めた必要な支援を行う。 

都道

府県 

広域自治体として、域内の市区町村の実情を踏まえ、各市区町村で再犯の防止等に関す

る取組が円滑に行われるよう、市区町村に対する必要な支援や域内のネットワークの構築

に努めるとともに、犯罪をした者等に対する支援のうち、市区町村が単独で実施すること

が困難と考えられる就労に向けた支援や配慮を要する者への住居の確保支援、罪種・特性

に応じた専門的な支援などについて、地域の実情に応じた実施に努める。 

市区

町村 

保健医療・福祉等の各種行政サービスを必要とする犯罪をした者等、とりわけこれらの

サービスへのアクセスが困難である者や複合的な課題を抱える者が、地域住民の一員とし

て地域で安定して生活できるよう、地域住民に最も身近な基礎自治体として、適切にサー

ビスを提供するよう努める。 

また、立ち直りを決意した人を受け入れていくことができる地域社会づくりを担うこと

が期待されている。 

※出典：国「第二次再犯防止推進計画」 

２ 
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（２）再犯防止における区の役割 

これらを踏まえ、再犯防止における区の役割は、以下のとおりとします。 

 

 
 

＜保健医療・福祉サービスが必要な対象者の一例＞ 

区分 関係機関等 主な役割 

国 

検察庁 

起訴猶予等により釈放する被疑者・被告人を対象に、保護観察所、地

域生活定着支援センター、自治体等の関係機関と連携した取組みを行

う。 

矯正施設 
（刑務所、少年刑務所、拘

置所、少年院、少年鑑別

所、婦人補導院） 

保護観察所、地域生活定着支援センター、自治体等の関係機関と連

携した取組みを行う。 

保護観察所 

〇更生緊急保護 

 満期出所者や起訴猶予者等に対して、申出に基づき食事・衣料・旅

費等を与え、又は更生保護施設に委託するなど緊急の措置を講ず

る。 

〇生活環境の調整 

 刑務所や少年院などに収容されている人を対象に、希望する帰住先

の住居や就業先などの帰住環境を調査・調整する。 

〇保護観察 

 仮釈放者や保護観察付執行猶予者等を対象に、保護観察官と保護司

が協働し、指導監督及び補導援護を行う。 

 
地域生活定着支援 

センター 

保護観察所から依頼のあった高齢又は障害により福祉的な支援を必

要とする矯正施設退所者等を対象に、①コーディネート業務 ②フォ

ローアップ業務 ③相談支援業務などを行う。 

都 

＜相談窓口＞ 

犯罪お悩みなんで

も相談 

社会福祉士や精神保健福祉士による電話相談窓口 

 
＜ポータルサイト＞ 

リスタ！NET 
悩みや困難に応じた相談窓口や支援制度等の情報を掲載 

区 
保健福祉センター、 

各支援機関など 

保健医療・福祉サービスの提供、関係機関における切れ目ない支援 

→対象者を必要な支援機関につなぎ、複雑化・複合化した課題に対

しては支援機関のネットワークの下で支援する。 

 

    

＜再犯防止における区の役割＞ 

１ 生きづらさを抱えた支援を必要とする犯罪をした人等が、地域で孤立することなく安

定して生活できるよう、一人ひとりの複雑に絡み合った背景に目を向けて必要な支援内

容を把握し、関係機関等との連携のもと包括的な支援を行うとともに、東京都ですでに

開設している再犯防止に関する相談窓口やポータルサイトといった社会資源を活用しな

がら、再犯防止に関する取組みを推進します。 

 

２ 立ち直りを決意した人を受け入れていくことができる地域社会づくりを推進します。 
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（１）成人の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※出典：東京都「令和４年度版非行少年・再犯防止支援ガイドブック」 

※婦人補導院は、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が 

令和６年４月１日に施行されることに伴い、同日付で廃止されます。 

検察庁 

検察庁は、刑事事件についての捜査及び起訴・不起訴の処分を行い、裁判所に法の正当な適

用を請求し、裁判の執行を指揮監督するなどの権限を持っています。 

 

刑事施設 

刑務所、少年刑務所及び拘置所を「刑事施設」と総称します。刑務所・少年刑務所は、主として

刑の執行を行う施設で、受刑者の改善更生と社会復帰のための矯正処遇等を行います。拘置所

は、主として拘留中の被疑者や被告人（検察官から起訴されて訴訟が係属中の人）を収容して

います。刑事施設は、全国に73施設と105の支所があり、都内には４施設（刑務所２施設、拘置

所２施設）あります。 

 

保護観察所 

保護観察所は、地方裁判所の所在地（基本的には県庁所在地）に置かれ、更生保

護の第一線の機関として、保護観察、生活環境の調整、更生緊急保護、犯罪予防活

動、犯罪被害者等施策等の事務を行います。 

犯罪をした人等が地域移行するまでの流れ コラム 
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（２）少年の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※出典：東京都「令和４年度版非行少年・再犯防止支援ガイドブック」 
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家庭裁判所 

家庭裁判所は、少年事件が送致されると裁判官による審理が行われ、非行事実が認められる

場合には、家庭裁判所調査官による調査で得た情報を参考として審判、処分が決定されます。少

年事件における審判の目的は、少年を罰することではなく、その非行性を取り除き、将来の犯罪を

防ぐことにあるため、法律的な解決を図るだけでなく、事件の背後にある人間関係や環境を考慮

した解決が求められます。 

 

少年鑑別所 

少年鑑別所は、家庭裁判所等からの求めに応じて鑑別対象者の鑑別を行うほか、少年鑑別所

に送致するとの観護措置の決定により収容されている少年等に対して観護処遇を行う施設です。

また、「法務少年支援センター」として、非行及び犯罪防止の専門的な知識や経験を活用し、地

域の人が抱える悩みについて、本人や家族、関係機関からの相談に応じることで、地域社会の非

行や犯罪の防止を援助する機能も有しています。全国に52か所（分所を含む）あり、都内には２

か所（東京少年鑑別所、東京西少年鑑別所）あります。 

 

少年院 

少年院は、家庭裁判所の決定により保護処分として送致された少年を収容する施設で、在院

者の特性に応じた適切な矯正教育その他の健全な育成に資する処遇を行うことにより、改善更

生と円滑な社会復帰を図っています。概ね12歳から20歳までの少年を収容しており、犯罪的傾

向の進度や心身の著しい障害の有無などにより、第１種から第５種までの種類があります。 

 

少年刑務所 

少年刑務所は、主として26歳未満の受刑者を収容する刑務所のことをいい、全国に６つの施

設があります。 
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第３節 基本目標 
 

基本理念の実現に向けて、以下の基本目標から各施策を展開していきます。 

 

 

基本目標１ 関係機関との連携強化 

生きづらさを抱える犯罪をした人等が、生活困窮や孤独・孤立等に陥らないよう必要な支援

機関につなぎ、複雑化・複合化した課題に対しては支援機関のネットワークの下で支援するなど、

支援を必要とする人を取り残さない体制を構築していきます。 

 

基本目標２ 民間協力者への支援 

保護司や協力雇用主をはじめとする民間ボランティアが減少傾向にあるため、地域の核とな

る人材の発掘や育成など、担い手確保に向けた取組みを展開していきます。 

 

 

基本目標３ 広報・啓発活動の推進 

再犯防止の取組みは、区民にとって必ずしも身近なものではなく、理解や関心が得にくいとい

う現状を踏まえ、区民や事業者等に対して広く周知・啓発を図ります。 

  

３ 
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第４節 計画の体系 
 

基本目標 取組み方針 施策 

基本目標１ 

関係機関との連携強化 １ 保健医療・福祉サービスの 

利用促進 

（1）犯罪をした人等が抱える 

生きづらさに配慮した支援 

（2）薬物等の依存症を抱える人 

への支援 

２ 就労・住居確保の支援 
（1）就労の支援 

（2）住居確保の支援 

３ 非行防止と修学支援の充実 
（1）児童・生徒等の非行防止 

（2）修学支援の充実 

基本目標２ 

民間協力者への支援 ４ 民間協力者の活動促進と 

広報・啓発活動の推進 

（1）民間協力者の活動促進 

基本目標３ 

広報・啓発活動の推進 
（2）広報・啓発活動の推進 

 

 

  

４ 
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第４章  

再犯防止に関連する施策 
 

第１節 保健医療・福祉サービスの利用促進 
 

（１）犯罪をした人等が抱える生きづらさに配慮した支援 

 

犯罪をした人等は、それぞれに経歴や性格をはじめ、家庭環境や経済的状況、交友関係等異なる背

景や特性を持ち、犯罪や非行に至った要因も様々です。そのため、犯罪や非行の内容はもとより、一人

ひとりの複雑に絡み合った背景に目を向ける必要があります。 

 

属性別の状況で見ると、高齢者が出所後２年以内に再び刑務所に入所する割合は、全世代において

最も高いほか、出所後５年以内に再び刑務所に入所した高齢者のうち、約４割の人が出所後６か月未

満という極めて短期間で再犯に至っています。また、知的障害のある受刑者についても、全般的に再犯

に至るまでの期間が短いことが明らかになっています。 

国においては、高齢者又は障害のある受刑者等に対して、出所後に必要な福祉サービスに橋渡しす

る取組み（出口支援）として、刑務所、保護観察所、更生保護施設、地域生活定着支援センターなどが

連携して特別調整等を実施しています。また、令和３年度からは、起訴猶予者等に対する取組み（入口

支援）として、検察庁、保護観察所、地域生活定着支援センター等が連携して支援を実施しています。 

しかし、起訴猶予者等への入口支援にあたっては、法令に基づく限られた身柄拘束期間のうちに調

整を行う必要があります。また、高齢者や障害のある出所者の中には、医療や福祉の支援が必要であ

るにもかかわらず、特別調整や更生緊急保護等を希望せず必要な支援につながらないこと、認知症や

障害が疑われるものの要介護認定や障害者手帳の取得まで至らない人がいること、保健医療・福祉サ

ービスについて十分な情報を持っていないことで支援が行き届かないこと等により、再犯につながって

いるケースもあります。 

 

また、国の再犯防止推進計画では、再犯リスクが高い性犯罪者やストーカー・DV加害者、暴力団関

係者等に対する特性に応じた効果的な指導の実施を掲げており、刑事施設や保護観察所において専

門的プログラムの充実などに取り組んでいます。しかし、専門的な支援が必要となることや、関係機関

の連携による支援の継続性・一貫性が不十分であるなどの課題があります。 

 

  

現状と課題 

１ 
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その他、加害者家族の置かれている状況に目を向けると、マスコミの取材や周囲からのバッシング、

学校でのいじめなど困難な状況に直面するケースが多くあります。特に、昨今はSNSの普及によって

加害者家族の個人情報が拡散する場合があるなど、状況はより深刻化しています。加害者家族を支援

することで、加害者が出所した後の受け皿となって再犯防止につながるほか、加害者の家族、特に子ど

もが不安定な環境に置かれることを防ぐことにもつながる一方で、加害者家族向けの支援のノウハウ

が不足していることが課題となっています。 

 

区では、国の示す地域共生社会の考え方に先んじて、地域包括ケアシステムの対象を困りごとを抱

えたすべての区民と広く捉え、区内全地区において総合相談を実施し、個別支援と地域支援を組み合

わせた、コミュニティソーシャルワークを推進してきました。高齢者や障害のある人など社会的に孤立し

やすい傾向にある人は、複雑化・複合化した課題を抱えているケースが多いことから、支援には専門的

な知識や経験のほか、関係機関における包括的な支援体制を構築する必要があります。 

 

 

関係機関等と連携し、生きづらさを抱えた支援を必要とする人を取り残さない体制を構築していきま

す。 

 

 

① 相談支援体制の充実 

● 複雑化・複合化した課題を抱えた方や制度の狭間の支援ニーズを抱えた方に対して、必要な支援を

届けるため、総合支所保健福祉センターを中心にしたチームでの支援、支援が届いていない人にも

支援を届けるためのアウトリーチ強化、ICT技術を活用した福祉の相談窓口の強化を推進します。 

【保健福祉センター、保健福祉政策課】 

● 職員の理解促進と対応力向上に向けて、各種相談に応じる区職員を対象に、対象者の特性やニー

ズを的確に把握するためのアセスメントの充実等を目的とした研修を実施します。 

【保健福祉政策課】 

● 加害者家族支援として、職員をはじめ区民や事業者に対して、加害者家族が置かれた状況に配慮し

た言葉かけや接し方などアセスメントの充実や理解促進を図るなど、関係機関やNPO法人等との連

携のもと取り組みます。 

【保健福祉政策課】 

● 地域障害者相談支援センター“ぽーと”等において、様々な地域資源と連携しながら、相談支援や障

害理解と障害者差別解消法の普及・啓発等に取り組みます。また、地域での共生社会の体制づくり

に向けて、障害当事者が活躍するピアサポーターの活躍の場や、敷居の低い居場所づくりを進めて

行きます。 

【障害保健福祉課】 

  

施策の方向性 

施策の内容 
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● こころの健康や精神疾患について、困りごとや悩みを持つ本人や家族、関係機関等を対象に、専門

医や保健師が相談を実施します。また、保健センターにおいて「夜間・休日等こころの電話相談」を実

施し、区役所の閉庁時における不安等の相談の機会を拡大して、必要な支援機関につなげるなど、

早期の問題解決を図ります。 

【健康推進課、健康づくり課】 

● 保健師や精神保健相談員、医師等で構成する多職種チームが、地区担当保健師と連携し、支援が

必要な未治療や治療中断等の精神障害者等への訪問支援を行います。 

【健康推進課、健康づくり課】 

 

②見守り施策の推進 

● 地域で安心して生活を継続することができるよう、24時間365日の電話相談や定期的な電話訪問

を行う「高齢者安心コール」、介護保険サービスを利用していない75歳以上の高齢者を民生委員が

訪問する「民生委員ふれあい訪問」、あんしんすこやかセンターの見守りコーディネーターを中心に

行う「あんしん見守り事業」、住民同士の声かけや見守り活動を推進する「地区高齢者見守りネットワ

ーク」の４つの見守り施策を推進します。 

【高齢福祉課】 

 

＜地域生活定着支援センターの役割＞ 入口支援と出口支援 

  




